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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鞍乗型車両の車体フレームに回動自在に支持されたアッパブラケットに、操向用のハン
ドルを支持するハンドルマウント構造であって、
　下端部で前記アッパブラケットに支持されて上端部で前記ハンドルを挟持するハンドル
ホルダを備え、
　前記ハンドルホルダの下端に、先端部に雄ねじが形成されたホルダ軸が設けられ、
　前記アッパブラケットに、前記ホルダ軸が挿通するホルダ軸用貫通孔が形成され、
　ホルダ軸用貫通孔に、前記アッパブラケットと前記ハンドルホルダ間の振動伝達を抑制
する筒状の弾性マウント部材が嵌合され、この弾性マウント部材の内側に設けたホルダ軸
挿通孔に前記ホルダ軸が挿通され、
　前記ハンドルホルダと前記アッパブラケットとの間における前記弾性マウント部材の前
後に弾性部材が介在され、
　さらに、前記弾性マウント部材の外周に装着されて前記ハンドルホルダと前記アッパブ
ラケットとの間に配置されたゴムワッシャを備え、
　前記弾性部材は上方または下方に突出する突起を有し、
　前記突起が、前記ハンドルホルダまたは前記アッパブラケットに形成された凹所に嵌合
されているハンドルマウント構造。
【請求項２】
　請求項１に記載のハンドルマウント構造において、前記弾性部材と前記ゴムワッシャと
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が一体に形成されているハンドルマウント構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のハンドルマウント構造において、前記弾性マウント部材は、
内部に前記ホルダ軸挿通孔を形成する内筒と、外周面が前記ホルダ軸用貫通孔に当接する
外筒と、これら内筒と外筒との間に介在する筒状の弾性体とを有しているハンドルマウン
ト構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動二輪車のような鞍乗型車両において、車体フレームに回動自在に支持さ
れたアッパブラケットに、操向用のハンドルを支持するハンドルマウント構造に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　自動二輪車の操向用のハンドルは、一般に、車体フレームに回動自在に支持されたアッ
パブラケットに支持される（例えば、特許文献１）。特許文献１では、ハンドルは、ボル
トによりアッパブラケットに固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭５８－００２１８６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のハンドルマウント構造では、車体フレームに支持されたエ
ンジンの振動がハンドルを介してライダーの手に伝わることがある。これを抑制するため
に、ハンドルの支持をラバーマウントにすると、ラバーの弾性によりハンドルが前後方向
または左右方向にぐらつくことがある。
【０００５】
　本発明は、車体の振動がハンドルに伝わるのを抑制しつつ、ハンドルのぐらつきを抑制
することができるハンドルマウント構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のハンドルマウント構造は、鞍乗型車両の車体フレ
ームに回動自在に支持されたアッパブラケットに、操向用のハンドルを支持するハンドル
マウント構造であって、下端部で前記アッパブラケットに支持されて上端部で前記ハンド
ルを挟持するハンドルホルダを備え、前記ハンドルホルダの下端に、先端部に雄ねじが形
成されたホルダ軸が設けられ、前記アッパブラケットに、前記ホルダ軸が挿通するホルダ
軸用貫通孔が形成され、ホルダ軸用貫通孔に、前記アッパブラケットと前記ハンドルホル
ダ間の振動伝達を抑制する筒状の弾性マウント部材が嵌合され、この弾性マウント部材の
内側に設けたホルダ軸挿通孔に前記ホルダ軸が挿通され、前記ハンドルホルダと前記アッ
パブラケットとの間における前記弾性マウント部材の前後に弾性部材が介在されている。
【０００７】
　上記構成によれば、ハンドルホルダがゴムマウント部材を介してアッパブラケットに支
持されているので、ハンドルマウント構造が防振構造となる。これにより、車体の振動が
ハンドルに伝わるのを抑制できる。弾性マウント部材を設けたことで、特に、前後方向の
水平軸回りの前後方向にハンドルホルダがぐらつくことが懸念されるが、弾性ゴムマウン
ト部材の前後に弾性部材を介在させたので、ハンドルのぐらつきを抑制できる。
【０００８】
　本発明において、さらに、前記弾性マウント部材の外周に装着されて前記ハンドルホル
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ダと前記アッパブラケットとの間に配置されたゴムワッシャを備えることが好ましい。こ
の構成によれば、弾性部材とゴムワッシャとの相乗効果により、ハンドルのぐらつきを一
層抑制できる。
【０００９】
　本発明において、前記弾性部材と前記ゴムワッシャとが一体に形成されていることが好
ましい。この構成によれば、ゴムワッシャを弾性マウント部材に装着することで、ゴムワ
ッシャも弾性マウント部材と同時に車体に取り付けることができるので、ハンドルの車体
への組立性が向上する。
【００１０】
　本発明において、前記弾性部材は上方または下方に突出する突起を有し、前記突起が、
前記ハンドルホルダまたは前記アッパブラケットに形成された凹所に嵌合されていること
が好ましい。この構成によれば、突起を凹所に嵌合することで、ハンドルホルダに対して
弾性部材が位置決めされるので、ハンドルの車体への組立性が向上する。
【００１１】
　本発明において、前記弾性マウント部材は、内部に前記ホルダ軸挿通孔を形成する内筒
と、外周面が前記ホルダ軸用貫通孔に当接する外筒と、これら内筒と外筒との間に介在す
る筒状の弾性体とを有するものとすることが好ましい。この構成によれば、内筒にホルダ
軸が当接し、外筒がアッパブラケットに当接するので、弾性マウント部材のホルダ軸挿通
孔へのホルダ軸の挿通およびアッパブラケットのホルダ軸用貫通孔への弾性マウント部材
の嵌合が容易になる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のハンドルマウント構造によれば、ハンドルホルダがゴムマウント部材を介して
アッパブラケットに支持されているので、ハンドルマウント構造が防振構造となる。これ
により、車体の振動がハンドルに伝わるのを抑制できる。さらに、弾性ゴムマウント部材
の前後に弾性部材を介在させたので、ハンドルのぐらつきを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係るハンドルマウント構造を備えた自動二輪車の前部示
す側面図である。
【図２】同ハンドルマウント構造を示す前方斜視図である。
【図３】同自動二輪車のアッパブラケットを示す平面図である。
【図４】同自動二輪車のハンドルホルダを示す側面図である。
【図５】同アッパブラケットとハンドルホルダとの取付部を示す断面図である。
【図６】同自動二輪車の弾性マウント部材を示す斜視図である。
【図７】同自動二輪車の弾性部材を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。この明細書中
の左右方向は、自動二輪車に乗車したライダーから見た左右を言う。図１において、本発
明の自動二輪車は、車体フレームＦＲの前半部を構成するメインフレーム１の前端にフロ
ントフォーク２が支持され、このフロントフォーク２の下端部に前輪４が支持されている
。フロントフォーク２は、これを支持するアッパブラケット６およびロワブラケット７と
ともに、ステアリングシャフト（図示せず）を介してメインフレーム１の前端のヘッドパ
イプ８に回動自在に支持されており、アッパブラケット６にハンドルホルダ９を介してハ
ンドル１０が取り付けられている。
【００１５】
　一方、メインフレーム１の後端下部には、スイングアームブラケット１１が固着され、
このスイングアームブラケット１１に、図示しない後輪を支持するスイングアームが揺動
自在に軸支されている。メインフレーム１の中央下部には後輪を駆動する原動機であるエ
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ンジンＥが支持されている。
【００１６】
　メインフレーム１の後部には、車体フレームＦＲの後半部を形成するリヤフレーム１２
が連結されており、このリヤフレーム１２の上部を形成するシートレール１２ａに、ライ
ダーシート１３とその後方の同乗者シート（図示せず）とが支持されている。メインフレ
ーム１の上部、つまり車体上部にはヘッドパイプ８とライダーシート１３との間に位置し
て、燃料タンク１８が支持されている。
【００１７】
　図２に示すように、ハンドルホルダ９は、下端部でアッパブラケット６に支持され、上
端部で円形パイプからなるハンドル１０を挟持する。詳細には、ハンドルホルダ９は、左
右一対のハンドルホルダロワ２０と、単一のハンドルホルダアッパ２２とを有しており、
各ハンドルホルダロワ２０は、下端の取付部２０ａから上方に延びて、上端に半円形状の
下側ハンドル支持部２０ｂを有している。ハンドルホルダアッパ２２は、左右両端部に、
対応する下側ハンドル支持部２０ｂと協働してハンドル１０を支持する半円形状の上側ハ
ンドル支持部２２ａを有している。
【００１８】
　上側および下側ハンドル支持部２０ｂ，２２ａでハンドルを挟持した状態で、ボルト２
４（図５）によりハンドルホルダロワ２０とハンドルホルダアッパ２２とを連結すること
で、ハンドル１０がハンドルホルダ９に支持される。
【００１９】
　図３に示すように、アッパブラケット６は、左右方向に長手方向を有するほぼ矩形の部
材であり、両側端部にフロントフォーク２（図１）が挿通されるフォーク挿通孔２６が形
成されている。アッパブラケット６の左右方向中間部に、前記ステアリングシャフト（図
示せず）が挿通されるシャフト挿通孔２８が形成されている。アッパブラケット６の左右
方向中間部から前方に膨出したシリンダ取付部３０が形成され、このシリンダ取付部３０
に、図２のキーシリンダ３２が支持されている。
【００２０】
　アッパブラケット６における左右のフォーク挿通孔２６とシャフト挿通孔２８との間に
、上方に突出したホルダ支持部３４が左右一対形成されている。ホルダ支持部３４には、
後述の構造で、ハンドルホルダ９が支持される。図３に示すように、各ホルダ支持部３４
に、上下方向を向く貫通孔からなるホルダ軸用貫通孔３６が形成されている。
【００２１】
　図４は左側のハンドルホルダ９を示す側面図である。同図に示すように、ハンドルホル
ダ９の下端に、下方に突出するホルダ軸３８が圧入により設けられている。ホルダ軸３８
の先端部には、雄ねじ３８ａが形成されている。ホルダ軸３８における雄ねじ３８ａの上
部および下部に、環状の溝からなる第１溝３８ｂおよび第２溝３８ｃがそれぞれ形成され
ている。
【００２２】
　図５に示すように、ハンドルホルダ９の下面に、上方に凹入する凹所４０が形成されて
いる。凹所４０は、ホルダ軸３８を挟んで前後方向に２か所設けられている。アッパブラ
ケット６のホルダ軸用貫通孔３６に、筒状の弾性マウント部材４２が圧入により嵌合され
ている。これにより、弾性マウント部材４２がアッパブラケット６に固定されている。弾
性マウント部材４２は、アッパブラケット６とハンドルホルダ９との間の振動伝達を抑制
する。
【００２３】
　詳細には、図６に示すように、弾性マウント部材４２は、内部にホルダ軸３８（図５）
が挿通するホルダ軸用挿通孔４４が形成された内筒４６と、外周面がホルダ軸用貫通孔３
６に当接する外筒４８と、これら内筒４６と外筒４８との間に介在する筒状のゴムのよう
な弾性体５０とを有している。図５に示すように、内筒４６は、外筒４８および弾性体５
０よりも上下方向に長い円筒からなり、外筒４８および弾性体５０から上下方向に突出し
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た内筒上端部４６ａおよび内筒下端部４６ｂを有している。
【００２４】
　弾性マウント部材４２の内筒上端部４６ａの端面は、ハンドルホルダ９の下面に当接し
、内筒上端部４６ａの外周にゴムワッシャ５２が装着されている。つまり、ゴムワッシャ
５２は、ハンドルホルダ９とアッパブラケット６との間に配置されている。内筒下端部４
６ｂの端面は、ホルダ軸３８の第１溝３８ｂの外周に配置されたワッシャ５４の上面に当
 接している。ワッシャ５４の下面は、ホルダ軸３８の雄ねじ３８ａに螺合されたナット
５６に当接している。ホルダ軸３８の第２溝３８ｃには、サークリップ５８が係合され、
ナット５６の抜け止めを行っている。
【００２５】
　ハンドルホルダ９とアッパブラケット６との間における弾性マウント部材４２およびゴ
ムワッシャ５２の前後に弾性部材６０が介在されている。弾性部材６０は、図７に示すよ
うに、本体部６２と、本体部６２から上方に突出する突起６４とを有しており、図５に示
すように、本体部６２が、ハンドルホルダ９とアッパブラケット６との間に配置され、突
起６４が、ハンドルホルダ９に形成された凹所４０に嵌合されている。
【００２６】
　つぎに、ハンドル１０のアッパブラケット６への取付手順について説明する。まず、ア
ッパブラケット６のホルダ軸用貫通孔３６に、弾性マウント部材４２を圧入により嵌合す
る。つぎに、弾性マウント部材４２の内筒上端部４６ａの外周にゴムワッシャ５２を装着
し、ハンドルホルダロワ２０の凹所４０に弾性部材６０の突起６４を嵌合させた状態で、
ハンドルホルダロワ２０のホルダ軸３８を弾性マウント部材４２のホルダ軸用挿通孔４４
に挿通する。
【００２７】
　さらに、ホルダ軸３８の第１溝３８ｂにワッシャ５４を係合し、ホルダ軸３８の雄ねじ
３８ａにナット５６を締め付ける。ナット５６の締結力は、ワッシャ５４を介して弾性マ
ウント部材４２の内筒４６に伝達され、内筒４６がハンドルホルダ９の下面とナット５６
との間で挟持され、ハンドルホルダロワ２０がアッパブラケット６に支持される。その後
、ホルダ軸３８の第２溝３８ｃに、ナット５６の抜け止め用のサークリップ５８を係合す
る。
【００２８】
　つづいて、ハンドルホルダロワ２０の下側ハンドル支持部２０ｂにハンドル１０を係合
させ、さらに、ハンドル１０にハンドルホルダアッパ２２の上側ハンドル支持部２２ａを
係合させた状態で、ボルト２４によりハンドルホルダロワ２０とハンドルホルダアッパ２
２とを連結する。これにより、ハンドルホルダロワ２０とハンドルホルダアッパ２２との
間にハンドル１０が挟持され、ハンドル１０がハンドルホルダ９を介してアッパブラケッ
ト６に支持される。
【００２９】
　上記構成によれば、ハンドルホルダ９がゴムマウント部材４２を介してアッパブラケッ
ト６に支持されているので、ハンドルマウント構造が防振構造となる。これにより、車体
の振動がハンドル１０に伝わるのを抑制できる。弾性マウント部材４２を設けたことで、
特に、前後方向の水平軸回りにハンドルホルダ９がぐらつくことが懸念されるが、弾性ゴ
ムマウント部材４２の前後に弾性部材６０を介在させたので、ハンドル１０のぐらつきを
抑制できる。
【００３０】
　さらに、弾性マウント部材４２の内筒上端部４６ａの外周にゴムワッシャ５２が装着さ
れ、このゴムワッシャ５２がハンドルホルダ９とアッパブラケット６との間に配置されて
いるので、弾性部材６０とゴムワッシャ５２との相乗効果により、ハンドル１０のぐらつ
きを一層抑制できる。
【００３１】
　また、弾性部材６０の上方に突出する突起６４が、ハンドルホルダ９に形成された凹所
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ンドル１０の車体への組立性が向上する。
【００３２】
　さらに、弾性マウント部材４２の内筒４６の内周にホルダ軸３８が当接し、外筒４８の
外周がアッパブラケット６に当接するので、弾性マウント部材４２のホルダ軸挿通孔４４
へのホルダ軸３８の挿通およびアッパブラケット６のホルダ軸用貫通孔３６への弾性マウ
ント部材４２の嵌合が容易になる。
【００３３】
　上記実施形態では、弾性部材６０とゴムワッシャ５２とを別体としたが、弾性部材６０
とゴムワッシャ５２を一体に形成してもよい。その場合、ゴムワッシャ５２を弾性マウン
ト部材４２に装着することで、ゴムワッシャ５２も弾性マウント部材４２と同時に車体に
取り付けることができるので、ハンドル１０の車体への組立性が向上する。
【００３４】
　本発明は、以上の実施形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
で、種々の追加、変更または削除が可能である。例えば、弾性マウント部材４２の構造は
上記実施形態のものに限定されない。また、ゴムワッシャ５２はなくてもよい。さらに、
凹所４０をアッパブラケット６に形成してもよい。その場合、突起６４は下方に突出する
。また、凹所４０および突起６４はなくてもよい。本発明のハンドルマウント構造は、自
動二輪車以外の鞍乗型車両にも適用できる。したがって、そのようなものも本発明の範囲
内に含まれる。
【符号の説明】
【００３５】
ＦＲ　車体フレーム
６　アッパブラケット
９　ハンドルホルダ
１０　ハンドル
３６　ホルダ軸用貫通孔
３８　ホルダ軸
４０　凹所
４２　弾性マウント部材
４４　ホルダ軸挿通孔
４６　内筒
４８　外筒
５０　弾性体
５２　ゴムワッシャ
６０　弾性部材
６４　突起



(7) JP 6282497 B2 2018.2.21

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(8) JP 6282497 B2 2018.2.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  和田　浩行
            兵庫県明石市川崎町１番１号　川崎重工業株式会社内
(72)発明者  木下　雅斗
            兵庫県明石市川崎町１番１号　川崎重工業株式会社内

    審査官  畔津　圭介

(56)参考文献  特開２０１１－１０５２７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０２９４７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｋ　　２１／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

